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平成２６年８月１９日判決言渡し・同日判決原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 公売公告処分取消請求控訴事件（原審・静岡地方裁

判所平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結の日 平成２６年６月３日 

 

判     決 

控訴人        Ｘ 

被控訴人       国 

処分行政庁      名古屋国税局長 

 

主     文 

本件控訴を棄却する。 

控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 処分行政庁が平成２４年７月３１日付け及び同２５年２月８日付けでした原

判決別紙１差押物件目録記載の区分建物についての公売公告処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は、三島税務署長が、控訴人の父である亡Ａ（以下「Ａ」という。）に

対し、同人が不動産の譲渡所得税の納税義務を負っていたにもかかわらず確定

申告書を提出しなかったとして、所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決

定処分（以下「本件課税処分」という。）をしたが、Ａが本件課税処分に係る

国税を納付しなかったため、三島税務署長から徴収の引継ぎを受けた処分行政

庁が、滞納に係る国税の徴収のために差し押さえた原判決別紙１差押物件目録
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記載の区分建物（以下「本件差押物件」という。）について、平成２４年７月

３１日付けで公売公告をし、更に、平成２５年２月８日付けで、同公告におけ

る売却決定の日時等を変更する公告をしたところ、控訴人が、本件課税処分は、

納税義務がないのにされた違法な処分であり、これと一連の処分である上記各

公告も違法となると主張して、上記各公告の取消しを求める事案である。 

   原審は、控訴人の訴えのうち、処分行政庁が平成２５年２月８日付けでした

本件差押物件についての変更公告の取消しを求める部分を却下し、平成２４年

７月３１日付けでした本件差押物件についての公売公告の取消しを求める請求

を棄却した。そこで、これを不服として控訴人が控訴した。 

 ２ 前提となる事実 

   原判決の「第２ 事案の概要等」の１（２頁１３行目から４頁８行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、３頁１９行目の「同年」

を「平成２５年」と改める。 

 ３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

   原判決の「第２ 事案の概要等」の２（４頁９行目から５頁２２行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も、控訴人の本件訴えのうち、平成２５年２月８日付けの本件変更

公告の取消しを求める訴えは不適法であり、平成２４年７月３１日付けの本件

公売公告の取消しを求める請求は理由がないものと判断する。その理由は、原

判決の「第３ 当裁判所の判断」の１及び２（５頁２４行目から９頁５行目ま

で）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、６頁２５行目の「本

件変更公告は、」の次に「本件差押物件を当初の本件公売公告に係る公売とは

異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、本件公売公告が存続し

ていることを前提として、その」を加える。 

 ２ 以上の次第で、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却するこ
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ととする。 

   よって、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第７民事部 

 裁判長裁判官     菊池 洋一 

    裁判官     濱口 浩 

    裁判官     菅家 忠行 


